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第

一
条

　

ナ
｝
の
法
律

は
、

国
際
情
勢

の
複

（生ネ不
）

雑
化

に
伴

い
我
が
回
及
び
国
民

の
安
全

の

確
保

に
係

る
情
報

の
重
要
性
が
増
大
す

る

と
と
も

に
、

高
度
情
報
通
信
ネ

ツ
ト

ワ
ー

ク
社
会

の
発
展

に
伴

い
そ

の
漏
え

い
の
危

険
性
が
懸
念
さ
れ
る
中

で
、

我
が
回

の
安

全
保
障

に
関
す

る
情

報

の
う
ち
特

に
秘
に

す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
も

の
に

つ
い
て
、

こ
れ
を
適
確

に
保
護
す

る
体
制
を
確
立

し

た
上

で
収
集

し
、

整

理

し
、

及
び
活
用
す

る

こ
と
が
重
要

で
あ

る

こ
と

に
鑑

み
、

当

該
情
報

の
保
護

に
関

し
、

特
定
秘
密

の
指

定

及
び
取
扱
者

の
制
限
そ

の
他

の
必
要
な

事
項
を
定

め
る
こ
ル
一に
よ
り
、

そ

の
漏
え

い
の
防

止
を
図
り
、

も

っ
て
我
が
同
及
び

田
民

の
安
全

の
確
保

に
資
す

る

こ
と
を

日

的
と
す
る
。

（定
義
）

第

二
条

　

】
卓
の
法
律

に
お

い
て

「
行
政
機

関
」

と
は
、

次

に
掲
げ

る
機
関
を

い
う
。

附  第   第
則 六 七 条 六 七

条 章
V章

条

罰  雑
貝J    貝叫

第  第
二  十
十  ノ (
二   条
条   |
1  第
第   二 1
三二     十

‐
―

| ヽ

      ・

の 二 十二匹1該 機 定 法 丁二機 る 第 家 す 第 置 1閣 れ 一

機 年 十' 政 関 す 律  開 機 四 公 る 凶 法  の る
関 法 工 内 令 が る 第 回 を 関 号 安 機 |‐⌒ 内 所 機 法

四 第 和 及  は 定 項 十  定 置 庁 ち に 九 閣  及 に
十一二1こ 二 び

｀
め に 二  め か を

｀
規 号

‐
府  び 置

条 項 十 第  当 る 規 年  る れ
｀

固 定
V設

 内 か

五
日
閣
議
決
定
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及
び
第

五
十
六
条

（宮
内
庁

法
第
十
八
条

第

一
項

に

お

い
て
準

用

す

る

場
合

を
含

む
。

）

の
特
別

の
機

関

で
、

警
祭
庁

そ

の

工（
　
会
計
検
査
院

ル暑

三
早
　
特
定
秘
密

の
指
定
等

（特
定
秘
密
の
指
定
）

第
三
条
　
行
政
機
関

の
長

（当
該
行
政
機

関
が
合
議
制

の
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ

っ

て
は
当
該
行
政
機
関
を

い
い
、

前
条
第
四

号
及
び
第
工
号

の
政
令
で
定
め
る
機
関

穴
口

議
制

の
機
関
を
除
く
ぜ

，ァに
あ

っ
て
は
そ

の
機
関
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
っ

第
十

一
条
第

一
号
を
除
き
、

以
下
同
じ
ｃ

）

は
、

】
該
行
政
機
関

の
所
掌
事
務

に
係

る

別
表
に
掲
げ

る
事
項

に
関
す

る
情

報

で
あ

っ
て
、

公

に
な

っ
て

い
な

い
も

の
の
う
ち

、

そ

の
漏
え

い
が
我
が
国

の
安
全
保
障

に
著

し
い
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、

特

に
秘
匿
す

る

こ
と
が
必
要

で
あ

る
も

の

（
日
米
相
互
防
衛
援

助
協
定
等

に
伴
う
秘

密
保
護
法

（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
六

十
六
号
）
第

一
条
第

二
項

に
規
定
す

る
特

別
防
衛
秘
密

に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。

）

を
特
定

秘
密

と
し
て
指
定
す

る
も

の
と
す

攻ω
。

２
　

行
政
機
関

の
長

は
、

前
項

の
規
定

に

よ

る
指
定

（
附
則
第

四
条
を
除
き
、

以
下

単

に

「
指
定

」
と

い
う
Ｇ

）

を

し
た
と

き

は
、

政
令

で
定
め

る
と

こ
ろ
に
よ

り
指
定

に
関
す

る
記
録
を
作
成
す

る
と
と
も

に
、

当
該
指
定

に
係

る
特
定
秘
密

の
範

囲
を
明

ら
か
に
す

る
た
め
、

特
定
秘
密

で
あ

る
情

報

に

つ
い
て
、

次

の
各
号

の
い
ず

れ
か
に

掲
げ

る
帯
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。

一
　

政
令

で
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、

特

定

秘
密

で
あ

る
情

報
を
記
録
す

る
文
書
、

図
画
、

電
磁
的
記
録

（
電

子
的
方
式
、

筋

気
的
方
式
そ

の
他

人

の
知
党

に
よ

っ
て
は

認
識
す

る

こ
と
が

で
き
な

い
方
式

で
作

ら

れ
る
記
録
を

い
う
。

以
下

こ
の
号

に
お

い

て
同

じ
。

）
若

し
く

は
物
件

又
は
当
該

情

報

を
化
体
す

る
物
件

に
特
定
秘
密

の
表

示

（
電
磁
的

記
録

に
あ

っ
て
は
、

当
該
表

示

の
記
録
を
含

む
じ

を
す
る

こ
と
。

一
一　

特
定

秘
密

で
あ
る
情

報

の
性
質
土
前

号

に
掲
げ

る
特
置

に
よ

る

こ
と
が
困
難

で

あ

る
場
合

に
お

い
て
、

政
令

で
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ
り
、

当
該
情

報
が
前
項

の
規
定

の
適

用
を
受
け
る
旨
を
当
該
情

報
を
取
り

扱
う
者

に
通
知
す

る
こ
と
。

３
　

行
政
機

関

の
長

は
、

特
定
秘
密

で
あ

る
情
報

に

つ
い
て
前
項
第

一
一号

に
掲
げ

る

措

置
を
諦

じ
た
場
合

に
お

い
て
、

当
該
情

報

に

つ
い
て
同
項
第

一
号

に
掲
げ

る
措

置

を
講
ず

る

こ
と
が

で
き

る

こ
と
と
な

っ
た

と
き

は
、

直

ち

に
当
該
措

置
を
講
ず

る
も

の
と
す
る
ｃ

（指
定

の
有
効
期
間
及
び
解
除
）

第

四
条

　
行
政
機
関

の
長

は
、

指
定

を
す

る
と
き

は
、

当
該
指
定

の
日
か
ら
起
算

し

て
■
年

を
超

え
な

い
範

囲
内

に
お

い
て
そ

の
有
効
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

の 設 五 他
機 等  政
関 機 同 令
で 関 家 で
｀

及 行 定

率 甫 施 2

しつ !_1

特 の

別 施
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２
　

行
政
機
関

の
長
は
、

指
定

の
有
効
期

間

（
こ
の
項

の
規
定

に
よ
り
延
長

し
た
行

効
期
間

を
含

む
。

）

が
満

了
す

る
時

に

お

い
て
、

当
該
指
定

を
し
た
情

報
が
前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、

政
令

で
定

め
る
と

こ
ろ
に
よ

り
、

五
年

を

超
え
な

い
範

囲
内

に
お

い
て
そ

の
有
効
期

間
を
延
長
す
る
も

の
と
す
る
ｃｉ

３
　
行
政
機
関

（会
計
検
査
院
を
除
く
じ

の
長

は
、

前
項

の
規
定

に
よ
り
指
定

の
有

効
期
間
を
延
長

し
よ
う
と
す

る
湯
合

に
お

い
て
、

当
該

延
長
後

の
指
定

の
有

効
期
間

が
通
じ
て
二
十
年
を
超
え

る

こ
と
と
な

る

と
き
は
、

政
府

の
有
す

る
そ

の
諸
活
動

を

国
民
に
説
明
す

る
責
務
を
全

う
す

る
観
点

に
立

っ
て
も
、

な

お
当
該
指
定

に
係
る
情

報
を
公
に
し
な

い
こ
と
が
現

に
我
が
回
及

び
国
民

の
安
全

を
確
保
す

る
た
め
に
や
む

を
得
な

い
も

の
で
あ

る

こ
と

に

つ
い
て
、

そ

の
理
由
を
示

し
て
、

内
閣

の
水
認
を
得

な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

こ
の
場
合

に
お

い

て
、

当
該

行
政
機
関

の
長

は
、

】
該
指
定

に
係

る
特
定
秘
密

の
保
護

に
関

し
必
要
な

も

の
と

し
て
政
令

で
定

め
る
措
置
を
講

じ

た
上

で
、

内
閣
に
当
該
特
定
秘
密

を
提
供

ギ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　

行
政
機
関

の
長

は
、

指
定

を

し
た
情

報
が
前
条
第

一
項

に
規
定
す

る
要
件
を
欠

く

に
至

っ
た
と
き

は
、

有
効
期
間
内

で
あ

っ
て
も
、

政
令

で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、

速

や
か
に
そ

の
指
定

を
解
除
す

る
も

の
と

す
る
．

（特
定
秘
密

の
保
護
措
置
）

第

五
条
　
行
政
機

関

の
長

は
、

指
定
を

し

た
と
き
は
、

第
二
条
第

二
項

に
規
定
す

る

措
置

の
ほ
か
、

第

十

一
条

の
規
定

に
よ
り

特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を
行
う

こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
る
キ

の
う
ち
か
ら
、

当
該
行
政
機
関
に
お

い
て
当
該
精
定

に
係

る
特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務
を
行
わ
せ

る
職
員

の
範
囲
を
定

め
る
こ
と
そ

の
他

の

当
該
特
定
秘
密

の
保
護

に
関

し
必
要
な

も

の
と

し

て
政
令

で
定

め
る
措
置
を
話
ず

る

も

の
と
す
る
．

２
　
警
察
庁
長
官

は
、

指
定

を
し
た
場
合

に
お

い
て
、

当
該
指
定

に
係

る
特
定

秘
密

（
第
七
条
第

一
項

の
規
定

に
よ
り
提
供
す

る
も
あ

を
除

く
じ

イヽ
都
道

府

県
警

容

が

保
有
す

る
も

の
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
都

道
府
県
警
祭

に
対

し
当
該
指
定

を

し
た
旨

を
通
知
す
る
も

の
と
す

る
ｃ

前
収

の
場
合

に
お

い
て
、

警
祭

庁
長

官

は
、

都
道
府
県
警
察

が
保
有

す
る
特
定

秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を
行
わ

せ
る
職
員

の
範
囲
そ

の
他

の
当
該
都
道
府

県
警
祭

に

よ
る
当
該
特
定
秘
密

の
保
護

に
関

し
必
要

な
も

の
と

し

て
政
令

で
定

め
る
事
項

に

つ

い
て
、

「
該

都
道
府
県
警
祭

に
指

示
す

る

も

の
と
す

る
Ｇ

こ
の
場
合

に
お

い
て
、

当

該
都
道

府
県
警
祭

の
警
視
総
監

又
は
道
府

県
警
察
本
部

長

（
以
下

「
警
察

本
部
長
」

と

い
う
。

）

は
、

当
該

指

示

に
従

い
、

当

該

特
定
秘
密

の
適

切
な
保
護

の
た
め

に
必

要
な
措

置
を
講

じ
、

及
び
そ

の
職
景

に
ヽ

該
特
定

秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を
行
わ

せ

る
も

の
と
す

る
。

４
　
行
政
機
関

の
長

は
、

指
定

を
し
た
場

合

に
お

い
て
、

そ

の
所
掌
事
務

の
う
ち
別

- 3 ロ



表

に
掲
げ

る
事

項
に
係

る
も

の
を
遂
行
す

る
た
め
に
特
段

の
必
要
が
あ

る
と
認
め
た

と
き
は
、

物
件

の
製
造

又
は
役
務

の
提
供

を
業
と
す

る
者

で
、

特
定
秘
密

の
保
護

の

た
め
に
必
要
な
施

設
設
備
を
設
置

し
て

い

る

こ
と
そ

の
他
政
令

で
定

め
る
基
準

に
適

合
す

る
も

の

（
以
下

「適
合
事
業
者
」
と

い
う
。

）

と

の
契

約

に
基

づ

き
、

ヽ
該

適

合
事
業
者

に
対

し
、

当
該
指
定
を

し
た
旨

を
通
知

し
た
■

で
、

当
該
指
定

に
係

る
特

定
秘
密

（第

八
条
第

一
項

の
規
定

に
よ
り

提
供
す

る
も

の
を
除

く
じ

を
保
有

さ

せ

る
こ
と
が

で
き
る
。

ＦＤ
　
前
項

の
契

約
に
は
、

第

十

一
条

の
規

定

に
よ

り
特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を

行
う

こ
と
が

で
き
る

こ
と
と
さ
れ
る
者

の

う
ち

か
ら
、

同
項

の
規
定

に
よ
り
特
定

秘

密
を
保
有
す

る
適
合
事
業
者

が
指
名

し
て

当
該
特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を
行
わ

せ
る
代
表
者

、
代
理
人
、

使
用
人
そ

の
他

の
従
業
者

（
以
下
単

に

「
従
業
者
」
と

い

ャ孔

）

の
範

囲

そ

の
他

の
当
該
適
合
事
業

者

に
よ
る
当
該
特
定

秘
名

の
保
護

に
関

し

必
要
な
も

の
と

し

て
政
令

で
定
め

る
事
項

に

つ
い
て
定
め
る
も

の
と
す

る
。

６
　
第

四
項

の
規
定

に
よ
り
特
定
秘
密

を

保
有
す

る
適
合
事
業
者

は
、

同
項

の
契

約

に
従

い
、

当
該
特
定
秘
密

の
適

切
な
保
護

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
、

及
び
そ

の
従
業
者

に
当
該
特
定
秘
密

の
取
扱

い
の

業
務
を
行
わ
せ
る
も

の
と
す
る
。

一垂

量
早
　

特

定

秘

密

の
提

供

（
我
が

国

の
安
全
保
障

上

の
必
要

に

よ
る
特
定
秘
密

の
提
供
）

第
六
条
　
特
定
秘
密
を
保
有
す

る
行
政
機

関

の
長

は
、

他

の
行
政
機
関
が
我

が
回

の

安
全
保
障

に
関
す

る
事
務

の
う
ち
別
表

に

掲
げ

る
事
項

に
係

る
も

の
を
遂
行
す

る
た

め

に
当
該
特
定
秘
密
を
利
用
す

る
必
要
が

あ

る
と
認
め
た
と
き

は
、

当
該

他

の
行
政

機
関

に
当
該
特
定
秘
密
を
提
供
す

る

こ
と

が

で
き

る
。

た
だ

し
、

当
該

特
定

秘
密

を

保
有
す

る
行
政
機
関

以
外

の
行
政
機
関

の

長
が
当
該
特
定
秘
密

に

つ
い
て
指
定
を

し

て
い
る
と
き

（
当
該
特
定
秘
密
が
、

こ
の

項

の
規
定

に
よ
り
当
該
保
有

す

る
行
政
機

関

の
長

か
ら
提
供
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
場

合

を
除

く
ご

は
、

当
該

指

定

を

し

て

い

る
行
政
機
関

の
長

の
同
意

を
得
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

２
　
前

項

の
規
定

に
よ
り
他

の
行
政
機
関

に
特
定
秘
密

を
提
供
す

る
行
政
機
関

の
長

は
、

当
該

特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を

行
わ

せ
る
職

員

の
範
囲
そ

の
他

の
当
該
他

の
行
政
機
関

に
よ
る
当
該
特
定
秘
密

の
保

護

に
関

し
必
要
な
も

の
と

し
て
政
令

で
定

め

る
事

項

に

つ
い
て
、

あ
ら
か

じ
め
、

当

該

他

の
行
政
機
関

の
長
と
協

議
す

る
も

の

と
す
る
。

３
　

第

一
項

の
規
定

に
よ

り
特
定
秘
密

の

提
供
を
受

け

る
他

の
行
政
機
関

の
長

は
、

前

項

の
規
定

に
よ
る
協

議

に
従

い
、

当
該

特
定
秘
密

の
適

切
な
保
護

の
た
め
に
必
要

な
措
置
を
講

じ
、

及
び
そ

の
職
員

に
肖
該

特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を
行
わ

せ
る

も

の
と
す
る
。
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第

七
条
　
埜
高
察
庁
長
官

は
、

警
察
庁

が
保

有
す

る
特
定
秘
密

に

つ
い
て
、

そ

の
所
掌

事
務

の
う
ち

別
表

に
掲
げ

る
事
項

に
係

る

も

の
を
遂
行

す

る
た
め

に
都
道
府
県
警
察

に

こ
れ
を
利
用
さ

せ
る
必
要
が
あ

る
と
認

め
た
と
き
は
、

当
該
都
道
府
県
警
察

に
当

該
特
定
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
前

項

の
規
定

に
よ
り
都
道
府
県
警
察

に
特
定
秘
密

を
提
供
す

る
場
合

に

つ
い
て

は
、

第
五
条
第
二
項

の
規
定
を
準
用
す
る
。

３
　

警
察
庁

長
官

は
、

警
察
本
部
長

に
対

し
、

当
該
都
道
府
県
警
察

が
保
有
す

る
特

定
秘
密

で
第

五
条
第

二
項

の
規
定

に
よ

る

通
知

に
係
る
も

の
の
提
供
を
求

め
る

こ
と

が

で
き
る
ｃ

第

八
条
　
特
定
秘
密
を
保
有
す

る
行
政
機

関

の
長

は
、

そ

の
所
掌
事
務

の
う
ち
別
表

に
掲
げ

る
事
項

に
係

る
も

の
を
遂
行
す

る

た
め
に
、

適
合
事
業
者

に
当
該
特
定
秘
密

を
利
用
さ

せ

る
特
段

の
必
要
が
あ

る
と
認

め
た
と
き
は
、

当
該
適
合
事
業
者
と

の
契

約

に
基

づ
き
、

当
該
適
合
事
業
者

に
当
該

特
定

秘
密

を
提
供
す

る

こ
と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

当
該
特
定
秘
密
を
保
有
す

る
行

政
機
関

以
外

の
行
政
機
関

の
長
が
当
該
特

定
秘
密

に

つ
い
て
指
定

を

し
て

い
る
と
き

（
当
該
特
定
秘
密

が
、

第

六
条
第

一
項

の

規
定

に
よ
り
当
該

保
有
す

る
行
政
機

関

の

長

か
ら
提
供
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
場
合

を

除

く
。

）

は
、

当
該
指

定

を

し

て

い
る
行

政
機
関

の
長

の
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

２
　

前

項

の
契
約

に

つ
い
て
は
第

工
条
第

五
項

の
規
定
を
、

前
項

の
規
定

に
よ
り
特

定
秘
密

の
提
供
を
受
け
る
適
合
事
業
者

に

つ
い
て
は
同
条
第

六
項

の
規
定

を
、

そ
れ

ぞ
れ
準
用
す

る
。

こ
の
場
合

に
お

い
て
、

同
条
第
五
項
中

Ｆ
削
項
」
と
あ
る

の
は

「第

八
条

第

一
項
」

と
、

「
を
保
有

す

る
」

と

あ

る

の
は

「
の
提
供
を
受
け

る
」
と
読

み

替
え
る
も

の
と
す
る
ｃ

３
　
第

五
条
第

四
項

の
規
定

に
よ
り
適
合

事
業
者

に
特
定
秘
密

を
保
有
さ

せ

て
い
る

行
政
機
関

の
長

は
、

同
項

の
契

約

に
基
づ

き
、

当
該
適
合
事
業
者

に
対
し
、

当
該
特

定
秘
密

の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
ｃ

第
九
条
　
特
定
秘
密

を
保
有
す

る
行
政
機

関

の
長

は
、

そ

の
所
掌
事
務

の
う
ち
別
表

に
掲
げ

る
事
項

に
係

る
も

の
を
遂
行
す

る

た
め
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
た
と
き

は
、

外
国

（
本
邦

の
域
外

に
あ

る
国

又
は
地
域

を

い
う
。

以
下

同

じ
。

）

の
政

府

又
は
国

際
機
関

で
あ

っ
て
、

こ

の
法
律

の
規
定

に

よ
り
行
政

機
関
が
当
該

特
定
秘
密
を
保
護

す

る
た
め

に
講
ず

る

こ
と
と
さ

れ
る
措
置

に
相
当
す

る
措
置

を
講

じ

て
い
る
も

の
に

当
該
特
定

秘
密

を
提
供
す

る

こ
と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

当
該

特
定
秘
密

を
保
有
す

る
行
政
機

関

以
外

の
行
政
機
関

の
長

が
当

該

特
定
秘
密

に

つ
い
て
指
定
を

し
て

い
る

と
き

（
当
該
特
定
秘
密
が
、

第

六
条
第

一

項

の
規
定

に
よ

り
当
該

保
有
す

る
行
政
機

関

の
長

か
ら
提
供
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
揚

合

を
除

く
．

）

は
、

当
該

指
定

を

し

て

い

る
行
政
機

関

の
長

の
同
意

を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
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（
そ

の
他

公
益
上

の
必
要

に
よ
る

特
定
秘
密

の
提
供
）

第
十
条
　
第

四
条
第
二
項
後
段
及
び
第

六

条

か
ら
前
条

ま

で
に
規
定
す

る
も

の
の
ほ

か
、

行
政
機
関

の
長

は
、

次

に
掲
げ

る
場

合

に
限

り
、

特
定
秘
密

を
提
供
す

る

こ
と

が

で
き
る
。

一
　

特
定
秘
密

の
提
供
を
受
け
る
者

が
次

に
掲
げ

る
業
務

又
は
公
益
上
特

に
必
要
が

あ

る
と
認
め
ら
れ
る

こ
れ
ら

に
準
ず

る
業

務

に
お

い
て
当
該
特
定
秘
密
を
利
用
す

る

場
合

（
次
号

か
ら
第

四
号
ま

で
に
掲
げ

る

場
合

を
除

く
。

）

で
あ

っ
て
、

ヨ
該

特
定

秘
密
を
利
用

し
、

又
は
知

る
者

の
範
囲
を

制
限
す

る

こ
と
、

当
該
業
務

以
外

に
当
該

特
定
秘
密

が
利
用
さ
れ
な

い
よ
う
に
す

る

こ
と
そ
の
他

の
当
該
特
定
秘
密
を
利
用
し
、

又
は
知

る
者

が

こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
に

必
要
な

も

の
と

し
て
政
令

で
定

め
る
措

置

を
講

じ
、

か

つ
、

我
が
国

の
安
全
保
障

に

著

し

い
支
障

を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
な

い
と

認
め
た
と
き
。

イ
　
各
議
院

又
は
各
議
院

の
委
員
会
を

し

く

は
参
議
院

の
調
査
会

が
国
会
法

（
昭

和

二
十

二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第

百

四
条
第

一
項

（
同
法
第

五
十

四
条

の
四

第

一
項

に
お

い
て
準
用
す

る
場
合

を
含

む
。

）

又
は
議

院

に
お
け

る
証
人

の
宣

誓

及
び
証
言
等

に
関
す

る
法
律

（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第

二
百

二
十
五
号
）
第

一
条

の
規
定

に
よ
り
行
う
審

査

又
は
調

査

で
あ

っ
て
、

国
会
法
第

五
十

二
条
第

二
項

（
同
法
第

五
十
四
条

の
四
第

一
項

に

お

い
て
準

用
す

る
場
合

を
含

む
。

）

又
は
第
六
十

二
条

の
規
定

に
よ
り
公
開

し
な

い
こ
と
と
さ
れ
た
も

の

口
　

刑
事
事
件

の
捜
査

又
は
公
訴

の
維
持

で
あ

っ
て
、

刑
事
訴
訟
法

（
昭
和

二
十

三
年
法
律
第

百
三
十

一
号
）
第

二
百
十

六
条

の
二
十
七
第

一
項

（
同
条
第

二
項

及
び
同
法
第

二
百
十
六
条

の
二
十
八
第

二
項

に
お

い
て
準
用
す

る
場
合
を
含

む
。

）

の
規
定

に
よ
り
裁

判

所

に
提

示

す

る
場
合

の
ほ
か
、

当
該
捜

査

文
は
公

訴

の
維
持

に
必
要
な
業
務

に
従
事
す

る

者

以
外

の
者

に
当
該
特
定
秘
密

を
提
供

す

る
こ
と
が
な

い
と
認
め
ら
れ
る
も

の

一
一　

民
事

訴
訟
法

（
平
成

八
年
法
律
第

百

九
号
）
第

二
百

二
十
二
条
第

六
項

の
規

定

に
よ
り
裁
判
所
に
提
示
す

る
場
合

〓
一　

情
報

公
開

・
個

人
情

報
保
護
審
査
会

設
置
法

（平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）

第
九
条
第

一
項

の
規
定

に
よ
り
情

報
公

開

・
個

人
情

報
保
護
審
査
会

に
提

示
す

る
場
合

四
　
△
玄
計
検
査
院
法

（
昭
和

三
十

二
年
法

律
第
七
十
三
十
）
第

十
九
条

の
四
に
お

い
て
読

み
替
え

て
準
用
す

る
情

報

公
瞬

・
個

人
情
報
保
護
審

査
会
設
置
法
第
九

条
第

一
頓

の
規
定

に
よ
り
会
計
検
査
院

情

報
公
開

・
個

人
情

報
保
護
審
査
会

に

提
示
す

る
場
合

２
　
警
察

本
部
長

は
、

第

七
条
第

二
項

の

規
定

に
よ

る
求

め
に
応

じ
て
警
祭
庁

に
提

供
す

る
場
合

の
ほ
か
、

前
項
第

一
号

に
掲

げ

る
場
合

（
当
該
警
察
本
部
長
が
提
供

し

よ
う
と
す

る
特
定
秘
密

が
同
号

口
に
掲
げ

る
業
務

に
お

い
て
利
用
す

る
も

の
と

し
て
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提
供
を
受

け
た
も

の
で
あ

る
場
合

以
外

の

場
合

に
あ

つ
て
は
、

同
号

に
規
定
す

る
我

が
回

の
安
全
保
障

に
著

し

い
支
障

を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
な

い
と
認
め

る

こ
と
に

つ
い

て
、

警
察
庁
長
官

の
同
意

を
得

た
場
合

に

限
る
。

）
、

同
項
第

二
号

に
掲
げ

る
場
合

文

は
都
道
府
県

の
保
有

す
る
情

報

の
公
開
を

請
求
す

る
住
民
等

の
権
利

に

つ
い
て
定

め

る
当
該
都
道
府

県

の
条
例

（
当
該
条

例

の

規
定

に
よ

る
諮

問

に
応

じ

て
審
議
を
行
う

都
道
府
県

の
機
関

の
設
置

に

つ
い
て
定

め

る
都
道
府

県

の
条
例

を
含

む
。

）

の
規
定

で
情
報
公
開

・
個

人
情
報
保
護
審
査
会

設

置
法
第
九
条
第

一
項

の
規
定

に
榔
当
す

る

も

の
に
よ
り
当
該
機
関

に
提

示
す

る
場
合

に
限
り
、

特
定
秘
密

を
提
供
す
る

こ
と
が

で
き
る
。

３
　
適
合
事
業
者

は
、

第

八
条
第
二
項

の

規
定

に
よ
る
求

め
に
応

じ
て
行
政
機
関

に

提
供
す

る
場
合

の
ほ
か
、

第

一
項
第

一
号

に
掲
げ

る
場
合

（
同
号
に
規
定

す
る
我
が

国

の
安
全
保
障

に
著

し

い
支
障

を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
な

い
と
認
め
る
こ
と
に

つ
い
て
、

当
該
適
合
事
業
者

が
提
供

し
よ
う
と
す

る

特
定
秘
佑

に

つ
い
て
指
定
を

し
た
行
政
機

関

の
長

の
同
意

を

得

た
場
合

に
限

る
。

）

又
は
同
項
第

二
号
若

し
く
は
第

二
号
に
掲

げ

る
場
合

に
限
り
、

特
定
秘
密
を
提
供
す

る
こ
と
が

で
き
る
。

第

四
章

　

特

定

秘

密

の
取

扱

者

の
制

限

第
十

一
条
　
特
定

秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

は
、

当
該
業
務

を
行
わ

せ
る
行
政
機
関

の

長
若

し
く
は
当
該
業
務
を
行
わ

せ
る
適
合

事
業
者

に
当
該
特
定

秘
密
を
保
有

さ

せ
、

若

し
く

は
提
供
す

る
行
政
機
関

の
長

又
は

当
該
業
務

を
行
わ

せ
る
警
祭
本
部
長
が
直

近

に
実
施

し
た
次
条
第

一
項

又
は
第
十

五

条
第

一
項

の
適
性
評
価

（
第

十
三
条
第

一

項

（
第
十

五
条
第

二
項

に
お

い
て
準
用
す

る
場
合

を
含

む
。

）

の
規
定

に
よ

る
通
知

が
あ

つ
た

日
か
ら
五
年

を
経

過

し
て

い
な

い
も

の
に
限

る
ご

に
お

い
て
特

定
秘

密

の
取
扱

い
の
業
務

を
行

っ
た
場
合

に
こ
れ

を
漏
ら
す

お
そ
れ
が
な

い
と
認
め
ら
れ
た

者

（
次
条

第

一
項
第
二
号

又
は
第
十

五
条

第

一
項
第

二
号

に
掲
げ

る
者

と

し
て
次
条

第

二
項

又
は
第
十
五
条
第

二
項

に
お

い
て

読

み
替
え

て
準
用
す

る
次
条
第

三
項

の
規

定

に
よ

る
告

知

が

あ

っ
た
者

を
除

く
。

）

で
な
け
れ
ば

、
行

っ
て
は
な

ら
な

い
。

た

だ

し
、

次

に
掲
げ

る
者

に

つ
い
て
は
、

次

条
第

一
項

又
は
第

十
五
条
第

一
項

の
適

性

評
価
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

一
　

行
政
機
関

の
長

一
一　

回
務
大

臣

（前
号

に
掲
げ

る
者

を
除

く
。

）

〓
一　
内
閣
官
房
副
長
官

四
　
内
閣
総

理
大
臣
補
佐
官

五
　
副
大
臣

エハ
　
大
臣
政
務
官

七
　
立削
各
号

に
掲
げ

る
も

の
の
ほ
か
、

職

務

の
特
性

そ

の
他

の
事
情

を
勘
案

し
、

次
条
第

一
項

又
は
第

十

五
条
第

一
項

の

適
性
評
価

を
受
け
る

こ
と
な
く
特
定

秘

密

の
取
扱

い
の
業
務

を
行

う

こ
と
が

で

き
る
も

の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
者

- 7 -
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第

五
章
　
適
性
評
価

（行
政
機
関

の
長
に
よ
る
適
性
評
価

の

実
施
）

第
十
二
条
　
行
攻

機
関
の
長
は
…

政
令

で

定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
者

に

つ
い
て
、

■

９

司

掛

劉

撤

劉

別

刺

刺

州

の‐

封

刻

臼

四

掛

個

盈

潤

目

れ‐

引

剰

引

引

お―

そ―

判

州

倒

掛

引

嗣

矧

劇

て―

の‐

調

側

（
以
下

「
適
性
評
価
」
と

い
う
。

）
を
封

施
す
る
も

の
と
す
る
。

一
　

当
該
行
政
機
関

の
職
員

（
当
該
行
政

機
関
が
警
察
庁

で
あ
る
場
合

に
あ

っ
て

は
、

警
察
本
部
長
を
含

む
。

次
号

に
お

い
て
同
じ
。

）

又
は
当
該

行
政

機

関

と

の
第

工
条
第

四
項
若

し
く
は
第

八
条
第

一
項

の
契
約

（次
号
に
お

い
て
単

に

「契

約
」

と

い
う
。

）

，ナに
基

づ

き
特
定

秘

密

を
保
有

し
、

若

し
く
は
特
定
秘
密

の
提

州

割

引

目

倒

封

ヨ

別

斜

劉

日

し
て
特
定
秘
密
の
取
扱

い
の
業
務
を
新

た
に
行
う

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
と

な

っ
た
者

（当
該
行
政
機
関
の
長
が
そ

の
者

に

つ
い
て
直
近
に
実
施

し
て
次
条

第

一
項

の
規
定

に
よ
る
通
知

を

し
た

日

か
ら
五
年
を
経

過

し

て
い
な

い
適
性
評

価

に
お

い
て
、

特
定
秘
密

の
取
扱

い
の

業
務
を
行

っ
た
場
合

に

こ
れ
を
漏
ら
す

お
そ
れ
が
な

い
と
認
め
ら
れ
た
者

で
あ

っ
て
、

引
き
続
き
当
該
お
そ
れ
が
な

い

と
認
め
ら
れ
る
も

の
を
除
く
。

）

一
一　

当
該
行
政
機

関

の
職
員

又
は
当
該

行

政
機

関
と

の
契

約

に
基
づ
き
特
定
秘
密

を
保
有

し
、

若

し
く
は
特
定

秘
密

の
提

供
を
受
け

る
適
合
事
業
者

の
従
業
者

と

し
て
、

特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を

現

に
行

い
、

か

つ
、

当
該
行
政
機
関

の

長
が
そ

の
者

に

つ
い
て
直
近

に
実
施

し

た
適
性
評
価

に
係

る
次
条
第

一
項

の
規

定

に
よ
る
通
知
が
あ

っ
た

日
か
ら

五
年

を
経

過
し
た

日
以
後
特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を
引
き
続
き
行
う

こ
と
が
見

込
ま
れ
る
者

ど
一　

当
該
行
政
機

関

の
長
が
直

近

に
実
施

し
た
適
性
評
価

に
お

い
て
特
定

秘
密

の

取
扱

い
の
業
務

を
行

っ
た
場
合

に

こ
れ

を
漏

ら
す

お
そ
れ
が
な

い
と
認
め
ら
れ

た
者

で
あ

っ
て
、

引
き
続
き
当
該

お
そ

れ
が
な

い
と
認
め
る

こ
と
に

つ
い
て
疑

い
を
生
じ
さ
せ
る
事
情
が
あ
る
も

の

２
　
適
性
評
価

は
、

適
性
評
価

の
対
象

と

な
る
者

（
以
下

「評
価
対
象
者
」
と

い
う
。

）

に

つ
い
て
、

次

に
掲
げ

る
事
項

に

つ
い
て

の
調
査
を
行

い
、

そ

の
結

果
に
基
づ
き
実

施
す
る
も

の
と
す
る
。

一
　

特
定
有
害

活
動

（
公

に
な

っ
て

い
な

い
情

報

の
う
ち

そ

の
漏

え

い
が
我

が
国

の
安
全

保
障

に
支
障

を
与
え

る
お
そ
れ

が
あ
る
も

の
を
取
得
す
る
た
め

の
活
動
、

核
兵
器
、

軍
用

の
化
学
製
剤
若

し
く
は

細
菌
製
剤
若

し
く
は

こ
れ
ら

の
散
布

の

た
め

の
装
置
若

し
く
は

こ
れ
ら
を

運
搬

す

る

こ
と
が

で
き
る

ロ
ケ

ッ
ト
若

し
く

は
無

人
航

空
機

文
は

こ
れ
ら

の
開

発
、

製
造
、

使

用
若

し
く
は
貯
蔵

の
た

め
に

用

い
ら
れ

る
お
そ
れ
が
特

に
大
き

い
と

認
め
ら
れ
る
物
を
輸

出

し
、

文
は
輸

入

す

る
た
め

の
活
動
そ

の
他

の
活
動

で
あ

っ
て
、

外
国

の
利
益
を

図
る
目
的

で
行

- 8 ロ



わ
れ
、

か

つ
、

我
が
国
及
び
国
民

の
安

全

を
著

し
く
害

し
、

又
は
害
す

る
お
そ

れ

の
あ

る
も

の
を

い
う
。

別
表
第

三
号

に
お

い
て
同

じ
。

）

及

び

テ

ロ
リ
ズ

ム

（
政
治
上

そ
の
他

の
主
義
主
張

に
基

づ

き
、

国
家

若

し
く
は
他

人
に

こ
れ
を
強

要
し
、

又
は
社
会

に
不
安
若

し
く
は
恐

怖

を
与
え
る
目
的

で
人
を
殺
傷

し
、

又

は
重

要
な
施

設
そ
の
他

の
物
を
破
壊
す

る
た
め

の
活
動
を

い
う
。

同
表
第

四
号

に
お

い
て
同

じ
。

）

と

の
関
係

に
関
す

る
事
項

（
評
価
対
象
者

の
家
族

（
配
偶

者

（
婚
姻

の
届
出
を

し
て

い
な

い
が
、

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様

の
事
情

に
あ

る
者

を
含

む
。

以
下

こ
の
号

に
お

い
て

同
じ
。

）
、

父
母
、

子
及
び
兄
弟
姉
妹
並

び
に

こ
れ
ら

の
者

以
外

の
配
偶
者

の
父

母
及
び
子
を

い
う
。

以
下

こ
の
号

に
お

い
て
同

じ
。

）

及
び

同
居

人

（
家

族

を

除

く
。

）

の
氏
名
、

生

年

月

日
、

国
籍

（過
去
に
有
し
て
い
た
国
籍
を
含
む
。

）

及
び
住
所
を
含

む
ｃ

）

一
一　

犯
罪
及
び
懲
戒

の
経
歴

に
関
す

る
事

項

〓
一　
情

報

の
取
扱

い

に
関
す
る
事
項

四
　
薬
物

の
濫
用

及
び
影
響

に
関
す

る
事

項
精
神
疾
患
に
関
す
る
事
項

飲
酒
に

つ
い
て
の
節
度

に
関
す
る
事

項

七
　

信

用
状
態

そ

の
他

の
経
済
的
な
状
況

に
関
す
る
事
項

３
　

適

性
評
価

は
、

あ
ら
か
じ
め
、

政
令

で
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ
り
、

次

に
掲
げ

る

事

項
を
評
価

対
象

者

に
対
し
告
知

し
た
上

で
、

そ

の
同
意
を
得

て
実
施
す

る
も

の
と

す
る
。

一
　

前

項
各
号
に
掲
げ

る
事
項

に

つ
い
て

調
査
を
行
う
旨

一
一　

前
項

の
調
査

を
行
う
た
め
必
要
な
範

囲
内

に
お

い
て
、

次
項

の
規
定

に
よ
り

質

問
さ

せ
、

若

し
く

は
資
料

の
提
出
を

求

め
さ

せ
、

又
は
熙
会

し
て
報
告

を
求

め
る
こ
と
が
あ
る
旨

〓
一　

評
価
対
象
者

が
第

一
項
第

二
号

に
掲

げ

る
者

で
あ
る
と
き
は
、

そ

の
旨

４
　

行
政
機
関

の
長

は
、

第

二
項

の
調
査

を
行
う
た
め
必
要
な
範
囲
内

に
お

い
て
、

当
該

行
政
機
関

の
職
員

に
評
価

対
象
者
若

し
く
は
評
価
対
象
者

の
知

人
そ

の
他

の
関

係
者

に
質

問
さ

せ
、

若

し
く
は
評
価

対
象

者

に
対

し
資

料

の
提
出
を
求

め
さ

せ
、

又

は
公
務

所
若

し
く
は
公
私

の
団
体

に
解
会

し
て
必
要
な
事
項

の
報
告

を
求

め
る

こ
と

が

で
き
る
。

（適
性
評
価
の
結
果
等

の
通
知
）

第
十

三
条

　
行
政
機

関

の
長
は
、

適

性
評

価
を
実
施

し
た
と
き

は
、

そ

の
結
果

を
評

価
対
象
者

に
対
し
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

２
　

行
政
機
関

の
長

は
、

適
合
事
業
者

の

従
業
者

に

つ
い
て
適

性
評
価
を
実
施

し
た

と
き

は
そ

の
結

果
を
、

当
該
従
業
者

が
前

条
第

二
項

の
同
意
を

し
な

か

っ
た

こ
と
に

よ
り
適
性
評
価

が
実
施
さ

れ
な
か

っ
た
と

き

は
そ

の
旨
を
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
適
合
事

業
者

に
対
し
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

３
　
前
項

の
規
定

に
よ
る
通
知
を
受

け
た

六 :五
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適
合
事
業
者

は
、

当
該
評
価

対
象
者

が
当

該
適
合
事
業
者

の
指
揮
命
令

の
下

に
労
働

す

る
派
遣
労
働
者

（
労
働
者

派
遣
事
業

の

適

正
な
運
営

の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者

の

保
護
等

に
関
す

る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法

律
第

八
十
八
号
）
第

二
条
第

二
号

に
規
定

す

る
派
遣
労
働
者

を

い
う
。

第
十
六
条
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。

）

で
あ
る
と
き
は
、

当
該

通
知

の
内
容
を
当
該
評
価
対
象
者

を

一履
用
す

る
事
業
主

に
対

し
通
知
す

る
も

の

と
す
る
。

４
　

行
政
機

関

の
長
は
、

第

一
項

の
規
定

に
よ
り
評
価

対
象
者

に
対

し
特
定
秘
密

の

取
扱

い
の
業
務

を
行

っ
た
場
合

に

こ
れ
を

漏
ら
す

お
そ
れ
が
な

い
と
認
め
ら
れ
な

か

つ
た
旨
を
通
知
す

る
と
き
は
、

適
性
評
価

の
円
滑
な
実
施

の
確
保
を
妨
げ
な

い
範

囲

内

に
お

い
て
、

当
該

お
そ
れ
が
な

い
と
認

め
ら
れ
な

か

っ
た
理
由
を
通
知
す

る
も

の

と
す

る
。

た
だ

し
、

当
該
評
価
対
象
者

が

あ
ら

か
じ
め
当
該

理
由

の
通
知
を
希
望

し

な

い
旨
を
申

し
出
た
場
合

は
、

こ
の
限

り

で
な

い
。

（
行
政
機
関

の
長

に
対
す
る
苦
情

の

申
出
等
）

第
十

四
条
　
評
価
対
象
者

は
、

前
条
第

一

項

の
規
定

に
よ
り
通
知
さ
れ
た
適
性
評
価

の
結
果
そ
の
他
当
該

評
価
対
象
者

に

つ
い

て
実
施

さ
れ
た
適

性
評
価

に

つ
い
て
、

書

面

で
、

行
政
機
関

の
長

に
対

し
、

皆
情

の

申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　

行
政
機
関

の
長

は
、

前
項

の
吉
情

の

申
出
を
受
け
た
と
き
は
、

こ
れ
を
誠
実

に

処
理

し
、

処
理

の
結
果
を
苦
情

の
中

出
を

し
た
者

に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

３
　

評
価
対
象
者

は
、

第

一
項

の
苦
情

の

申

出
を

し
た

こ
と
を
理
由
と

し
て
、

不
利

益
な
取
扱

い
を
受
け
な

い
。

（
警
察
本
部

長

に
よ
る
適
性

評
価

の

実
施
等
）

十

五
条
　
埜
霞
祭
本
部
長

は
、

政
令

で
定

め

る
と

こ
ろ
に
よ
り
、

次

に
掲
げ

る
者

に

つ

い
て
、

適
性
評
価

を
実
施
す

る
も

の
と
す

スω
。

一
　

当
該

都
道
府
県
警
察

の
職
員

（警
察

本
部
長
を
除
く
。

次
号
に
お

い
て
同
じ
ｃ

）

と

し
て
特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を

新

た
に
行
う

こ
と
が
見
込
ま
れ
る

こ
と

と
な

っ
た
者

（
当
該
警
察
本
部
長
が
そ

の
者

に

つ
い
て
直
近

に
実
施

し
て
次
項

に
お

い
て
準
用
す

る
第

十
三
条
第

一
項

の
規
定

に
よ
る
通
知
を

し
た

日
か
ら
王

年
を
経
過

し
て
い
な

い
適
性
評
価

に
お

い
て
、

特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を

行

っ
た
場
合

に
こ
れ
を
漏
ら
す
お
そ
れ

が
な

い
と
認
め
ら
れ
た
者

で
あ

っ
て
、

引
き
続
き
当
該

お
そ
れ
が
な

い
と

認
め

ら
れ
る
も

の
を
除
く
。

）

一　
当
該
都
道
府
県
警
察

の
職
員
と
し
て
、

特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を
現

に
行

い
、

か

つ
、

当
該
警
祭

本
部
長
が

そ

の

者

に

つ
い
て
直
近

に
実
施

し
た
適

性
評

価

に
係

る
次
項

に
お

い
て
準

用
す

る
第

十
二
条
第

一
項

の
規
定

に
よ

る
通
知
が

あ

っ
た

日
か
ら
工
年

を
経

過

し
た

日
以

後
特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を
引
き

続
き
行
う

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者

-10-



〓
一　
当
該
警
祭
本
部
長
が
直

近
に
実
施

し

た
適
性
評
価

に
お

い
て
特
定
秘
密

の
取

扱

い
の
業
務

を
行

っ
た
場
合

に

こ
れ
を

漏
ら
す
お
そ
れ
が
な

い
と
認
め
ら
れ
た

者

で
あ

つ
て
、

引
き
続
き
当
該

お
そ
れ

が
な

い
と
認
め
る

こ
と

に

つ
い
て
疑

い

を
生
じ
さ
せ
る
事
情
が
あ
る
も

の

２
　

前

三
条

（
第
十

二
条
第

一
項
並
び

に

第
十
三
条
第

二
項
及
び
第

二
項
を
除
く
。

）

の
規
定

は
、

前
項

の
規
定

に
よ
り
警
祭

本

部
長
が
実
施

す

る
適
性
評
価

に

つ
い
て
準

用
す

る
。

こ

の
場
合

に
お

い
て
、

第
十

二

条
第

二
項
第

二
号
中

「
第

一
項
第

二
号
」

と
あ

る

の
は
、

原
男
十

五
条

第

一
項
第

三

号
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
適
性
評
価

に
関
す
る
個

人
情
報

の

利
用
及
び
提
供

の
制
限
）

第
十
六
条
　
行
政
機
関

の
長
及
び
警
察

本

部
長
は
、

特
定
秘
密

の
保
護

以
外

の
目
的

の
た
め
に
、

評
価

対
象
者

が
第
十

二
条
第

二
項

（前
条
第

二
項

に
お

い
て
読

み
替

え

て
準
用

す

る
場
合

を
含

む
。

）

の
同
意

を

し
な

か

つ
た

こ
と
、

評
価

対
象
者

に

つ
い

て
の
適
性
評
価

の
結
果
そ

の
他
適
性
評
価

の
実
施

に
当
た

っ
て
取
得
す

る
個

人
情
報

（
生
存
す
る
個

人

に
関
す

る
情

報

で
あ

っ

て
、

当
該
情
報

に
含
ま

れ
る
氏
名
、

生
年

月

日
そ

の
他

の
記
述
等

に
よ
り
特
定

の
個

人
を
識

別
す

る

こ
と
が

で
き
る
も

の

（
他

の
情
報
と
照
合
す

る

こ
と
が

で
き
、

そ
れ

に
よ
り
特
定

の
個

人
を
識
別
す

る

こ
と
が

で
き

る

こ
と

と
な

る
も

の
を
含

む
。

）

を

い
う
Ｇ

以
下

こ
の
項

に
お

い
て
同
じ
．

）

を
自

ら
利
用

し
、

又
は
提
供

し

て
は
な
ら

な

い
。

た
だ

し
、

適
性
評
価

の
実
施

に
よ

っ
て
、

当
該
個

人
情
報

に
係

る
特
定

の
個

人
が
国
家

公
務
員
法

（
昭
和

二
十

二
年
法

律
第

百

二
十
号
）
第

二
十
八
条
各

号
、

同

法
第

七
十
五
条
第

二
項

に
規
定
す

る
人
事

院
規

則

の
定

め

る
事
由
、

同
法
第
七
十
八

条
各
号
、

第
七
十
九
条
各
号
若

し
く
は
第

八
十

三
条
第

一
項
各

号
、

検
察
庁
法

（
昭

和

二
十

二
年
法
律
第

六
十

一
号
）
第

二
十

条
各

号
、

外
務

公
務
員
法

（
昭
和

二
十
七

年
法
律
第

四
十

一
号
）
第
七
条
第

一
項

に

規
定
す

る
者
、

自
衛
隊
法

（
昭
和

二
十
九

年
法
律
第

百
六
十
五
号
）
第

二
十
八
条
第

一
項
各

号
、

第

四
十

二
条
各
号
、

第

四
十

三
条
各
号
若

し
く
は
第

四
十
六
条
第

一
項

各
号
、

同
法
第

四
十

八
条
第

一
項

に
規
定

す

る
場
合

若

し
く
は
同
条
第

二
項
各

号
若

し
く

は
第

二
項
各
号
若

し
く
は
地
方

公
務

員
法

（
昭
和

二
十

五
年
法
律
第

二
百
六
十

一
号
）
第

十
六
条
各
号
、

第

二
十
八
条
第

一
項
各
号
若

し
く
は
第

二
項
各
号
若

し
く

は
第

二
十
九
条
第

一
項
各

号

又
は

こ
れ
ら

に
準
ず

る
も

の
と

し
て
政
令

で
定

め

る
事

由

の
い
ず

れ
か
に
該
当
す

る
疑

い
が
生

じ

た
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な

い
。

２
　

適
合
事
業
者

及
び
適
合
事
業
者

の
指

拝
命
令

の
下
に
労
働
す

る
派
遣

労
働
者
を

一展
用
す

る
事
業
主

は
、

特
定
秘
密

の
保
護

以
外

の
日
的

の
た
め

に
、

第

十
二
条
第

二

項

又
は
第

二
項

の
規
定

に
よ
り
通
知
さ
れ

た
内
容

を
自

ら
利
用

し
、

又
は
提
供

し
て

は
な
ら
な

い
。
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（権
限
又
は
事
務
の
委
任
）

第
十
七
条
　
行
政
機
関

の
長
は
、

政
令

（内

閣

の
所
轄

の
下
に
置
か
れ

る
機
関
及
び
会

計
検
査
院

に
あ

つ
て
は
、

当
該
機
関

の
命

令
）

で
定

め
る
と

こ
ろ

に
よ
り
、

こ
の
章

に
定

め
る
権
限

又
は
事
務
を
当
該
行
政
機

関

の
職
員

に
委
任
す

る

こ
と
が

で
き
る
。

第

六
章

　

雑

則

（特
定
秘
密

の
指
定
等

の
運
用
基
準
）

第
十
八
条

　
政
府

は
、

特
定
秘
密

の
指
定

及
び
そ

の
解
除
並
び
に
適
性
評
価

の
実
施

に
関
し
、

統

一
的
な
運
用
を
図
る
た
め

の

基
準
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

２
　

政
府

は
、

前
項

の
基
準
を
定

め
、

文

は

こ
れ
を
変

更

し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、

我

が
国

の
安
全
保
障

に
関
す

る
情

報

の
保

護
、

行
政
機
関
等

の
保
有
す

る
情
報

の
公

開
、

公
文
書
等

の
管

理
特

に
関
し
優

れ
た

識

兄
を
有
す

る
者

の
意

見
を
聴

か
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

（
関
係
行
政
機
関

の
協
力
）

第

十
九
条
　
関
係
行
政
機
関

の
長

は
、

特

定

秘
密

の
指
定
、

適

性
評
価

の
実
施

そ

の

他

こ
の
法
律

の
規
定

に
よ
り
謡
ず

る

こ
と

と
さ

れ
る
措
置

に
関
し
、

我
が
国

の
安
全

保
障

に
関
す

る
情

報

の
う
ち
特
に
秘
医
す

る

こ
と
が
必
要

で
あ

る
も

の
の
漏

え

い
を

防
止
す

る
た

め
、

相

互
に
協
力
す

る
も

の

と
す
る
。

（
政
令

へ
の
委
任
）

第

二
十
条

　

キ
】
の
法
律

に
定

め
る
も

の
の

ほ
か
、

こ
の
法
律

の
実
施

の
た
め

の
手
続

そ
の
他

こ
の
法
律

の
施
行

に
関

し
必
要
な

事
項
は
、

政
令

で
定
め
る
ｃ

（
こ
の
法
律

の
解
釈
適
用
）

第

二
十

一
条

　

テ
一
の
法
律

の
適

用

に
当
た

っ
て
は
、

こ
れ
を
拡
張

し
て
解
釈

し
て
、

国
民

の
基
本
的
人
権

を
不
当

に
侵
害
す

る

よ
う
な

こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
ず
、

国
民

の
知

る
権
利

の
保
障

に
資
す

る
報
道

又
は

取
材

の
自
由

に
十
分

に
配
慮

し
な

け
れ
ば

２
　

出
版

又
は
報
道

の
業
務

に
従
事
す

る

者

の
取
材
行
為

に

つ
い
て
は
、

専
ら

公
益

を
図

る
目
的

を
有

し
、

か

つ
、

法
令
違

反

文
は
著

し
く
不
当
な
方

法

に
よ

る
も

の
と

認
め
ら
れ
な

い
限
り
は
、

こ
れ
を
正
当
な

業
務

に
よ
る
行
為
と
す
る
も

の
と
す
る
。

第

七
章

　
”副
則

第

二
十

二
条
　
特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業

務

に
従
事
す

る
者
が
そ

の
業
務

に
よ
り
知

て
も
、

同
様
と
す
る

２
　

第

四
条
第

二
項
後

段
、

第

九
条

又
は

第
十
条

の
規
定

に
よ
り
提
供
さ
れ
た
特
定

秘
密

に

つ
い
て
、

当
該

提
供

の
目
的

で
あ

る
業
務
に
よ
り
当
該
特
定
秘
密
を
知
得
し

科
剰

倒

洲
桝

測

ら‐

叫
科

劉

副
料

封

引

な
ら
な
い
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以
下

の
懲

役

に
処
し
、

文
は
情
状

に
よ
り

提
示
を
受
け
た
者
が

こ
れ
を
漏
ら
し
た
と

き
も
、

同
様
と
す
る
Ｇ

４
　
過
失

に
よ
り
第

一
項

の
罪
を
犯
し
た

者

は
、

二
年

以
下

の
禁

鋼

又
は
五
十

万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第

二
十

三
条

　
人
を
欺
き
、

人
に
暴
行

を

加
え
、

若

し
く
は
人
を
脅

迫
す
る
行
為

に

よ
り
、

又
は
財
物

の
窃
取
若

し
く
は
検
壊
、

施
設

へ
の
侵
入
、

有
繰
電
気
通
信

の
傍
受
、

不
正
ア
ク
セ

ス
行
為

（
不
正
ア
ク
セ

ス
行

為

の
禁

止
等

に
関
す
る
法
律

（
平
成
十

一

年
法
律
第

百

二
十
八
号
）
第

二
条
第

四
項

に
規

定

す

る

不

荘

ア
ク

セ

ス
行

為

を

い

っヽ
。

）

そ

の
他

の
特
定

秘
密

を
保

有

す

る

者

の
管

理
を
害
す

る
行
為

に
よ
り
、

特
定

の
懲
役

及
び
千
万
円
以
下

の
割
金

に
処
す

ス

ω

。

前
項

の
罪

の
末
遂

は
、

３
　

前

工
項

の
規
定

は
、

十
年
法
律
第

四
十

五
号
）

の
適
用
を
妨
げ
な

い
。

ニ
ト

ニ
条
第

一
攻
若

し
く
は
第

一
一項
若

し

く
は
第

■
ト
エ
条
第

一
項

に
規
定
す

る
行

と
き
は
、

そ

の
刑
を
減
韓

し
、

又
は
免
除

す
る
。

第

二
十
六
条

　
存空

一
十

二
条

の
罪

は
、

日

本
田
外

に
お

い
て
同
条

の
罪
を
犯
し
た
者

に
も
適
用
す
る
ｃ

２
　

第

二
十
二
条

及
び
第

二
十
四
条

の
罪

は
、

刑
法
第

二
条

の
例

に
従
う
。

（施
行
期

日
）

第

一
条

　

）
】
の
法
律

は
、

公
布

の
日
か
ら

起
算

し

て

一
年
を
超

え
な

い
範
囲
内

に
お

い
て
政
令

で
定

め
る
日
か
ら
施

行
す

る
。

（経
過
措
置
）

第

二
条

　

ナ
｝
の
法
律

の
公
布

の
日
か
ら
起

算

し
て
二
年
を
超

え
な

い
範
囲
内

に
お

い

て
政
令

で
定

め
る
日
の
前

日
ま

で
の
間

に

五

年

以

下
の

イ慾

役

及
び

五

百
万

「司

以
ド
σ)

特 に 罰
定 規 金

秘 定 に

密 す 処
ヤこ る ~l~
つ 場 る
い 合

°

て に 同｀
お 条

役 秘
に 密
処 を
し 11文
｀

得
又 じ
は た

情 者

状 は
1こ  ｀

』【  十
一

り 角二

十 以
4干 ~ド

以 の

lf懲

罰
す

る
。

刑
法

（
明
治

四

そ

の
他

の
罰
畑

第

二
十
四
条
　
第

二
十
二
条
第

一
項
文
は

前
条
第

一
項
に
規
定
す
る
行
為

の
遂
行
を

　

附
則

第

二
十

五
条
　
第

二
十

二
条
第

二
項
若

じ

く
は
第

二
十
二
条
第

二
項

の
罪
を
犯

し
た

者

又
は
前
条

の
罪
を
犯
し
た
者

の
う
ち
第

為
の

遂
イ千
を
共

謀
し

教
唆
し

又

は

煽

tと

謀
し

教
唆
し

文
は

煽
動
し
た

者
は

る 動
pし

た

者
は

年

以

下
の

子挙
役
に
処
す

2 [江

年

第 以
=ユ ~ド

十 の
一ネ

懲

条 役

毎施

酒乙
規
定
―
サ
~

る
イJi

-13ロ



お

い
て
は
、

第

五
条
第

一
項
及
び
第

工
攻

（
第

八
条
第

二
項

に
お

い
て
読

み
替
え

て

準
用
す

る
湯
合
を
含

む
し

以
下

こ
の
条

に

お

い
て
同

じ
ぜ

の
規
定

の
適

用

に

つ
い

て
は
、

第

五
条
第

一
映
中

「
第
十

一
条

の

規
定

に
よ
り
特
定
秘
密

の
取
扱

い
の
業
務

を
行
う

こ
と
が

で
き
る

こ
と
と
さ

れ
る
者

の
う
ち

か
ら
、

当
該
行
政
機
関
」
と
あ

る

の
は

「
当
該
行
政
機
関
」
と
、

同
条
第

工

項
中

「
第
十

一
条

の
規
定

に
よ
り
特
定
秘

密

の
取
扱

い
の
業
務

を
行
う

こ
と
が

で
き

る

こ
と
と
さ

れ
る
考

の
う
ち

か
ら
、

同
項

の
」
と
あ

る

の
は

「
同
項

の
」
と

し
、

第

十

一
条

の
規
定
は
、

適
用
し
な

い
。

（自
衛
隊
法

の

一
部
改
正
）

第

二
条
　
自
衛
隊
法

の

一
部

を
次

の
よ
う

に
改
に
す
る
。

日
次
中

「自
衛
隊

の
権
限
等

（第

八
十
七

条
―

第

九
十

六
条

の
エ
ン

を

「
白
衛

隊

の
権
限

（第
八
十
七
条
―
第
九
十
六
条
ご

に
、

「
第

百

二
十

六
条

」

を

「
第

百

Ｌ
十

五
条
」
に
改
め
る
。

（
自
衛
隊
法

の

一
部
改

正
に
伴
う
経

過

措
置
）

第

四
条

　
次
条
後
段

に
規
定
す

る
場
合
を

除

き
、

こ
の
法
律

の
施
行

の
日

（
以
下

こ

の
条

及
び
次
条

に
お

い
て

一‐施
行

い
」

と

い
う
。

）

の
前

日
に
お

い
て
前
条

の
規
定

に
よ
る
改

正
前

の
白
衛
隊
法

（
以
下

二
の

条

及
び
次
条

に
お

い
て

「
旧
自
衛
隊
法
」

と

い
う
。

）
第

九
十

六
条

の
二
第

一
項

の

規
定

に
よ
り
防
衛
大
臣
が
防
衛
秘
密

と

し

て
指
定

し
て

い
た
事
項

は
、

施
行

日
に
お

い
て
第

ぉ二
条
第

一
項

の
規
定

に
よ
り
防
衛

大

臣
が
特
定
秘
密
と

し
て
指
定

を
し
た
情

報
と
、

施
行

日
前

に
防
衛
大
臣
が
当
該
防

衛
秘
密

と

し
て
指
定

し
て

い
た
事
項

に

つ

い
て
旧
自

衛
隊
法
第
九
十
六
条

の
二
第

二

項
第

一
号

の
規
定

に
よ
り
付

し
た
標
記

又

は
同
項
第

二
号

の
規
定

に
よ
り

し
た

通
知

は
、

施

行

日
に
お

い
て
防
衛
大

臣
が
当
該

特
定
秘
密

に

つ
い
て
第

二
条
第

二
項
第

一

号

の
規
定

に
よ
り
し
た
表

示

又
は
同
項
第

・
一号

の
規
定

に
よ
り
し
た
運
知
と
み
な
す
。

こ
の
場
合

に
お

い
て
、

第

四
条
第

一
項
中

一指
定
を
す

る
と
き
は
、

当
該
指
定

の
目
」

と
あ

る

の
は
、

デ
】
の
法
律

の
施
行

の
日

以
後
遅
滞
な
く
、

同
＝
」
と
す
る
。

別 第 第 第 同 ん 工 て に ず 第 第 第 第 第
表 百 百 百 条 動 項

L政
れ 百 百 九 七 七

第 二 二 二 を し 中 を め か ニ エ |ム章 章

の る 第
例 部1五
に 則 条
よ の

る 適 方伍
°

用 行

IH に  日

1!!| ヤ′千) | 十ヽi
イ新 い に

隊 て し

法 は た

第
｀

行
百 な 為
11お に

卜 従 対
「工 前 す

‐
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条
第

一
項

に
規
定
す

る
防
衛

秘
密
を
取

り

扱

う

こ
と
を
業
務
と
す

る
者

で
あ

っ
て
施

行

日
前

に
防
衛

秘
密

を
取

り
扱
う

こ
と
を

業
務

と
し
な

く
な

っ
た
も

の
が
、

そ

の
米

務

に
よ
り
知
得

し
た
当
該
防
衛
秘
密

に
関

し
、

施
行

日
以
後

に
し
た
行
為

に

つ
い
て

も
、

同
様
と
す
る
。

（
内
閣
法

の

一
部
改
正
）

第
六
条
　
内
閣
法

（
昭
和

三
十
二
年
法
律

第

工
号
）

の

一
部
を
次

の
よ
う
に
改
に
す

スつ
ｃ

第
十
七
条
第

一
．項

第

一
号
中

「
及
び
内
閣

広
報
官
」
を

「
並
び
に
内
閣
広
報
付
及
び

内
閣
情
報
官
」
に
改
め
る
し

第

■
十
条

第

二
項
中

「
助

け

、
」

の
下

に

「
第
十

二
条
第

二
項
第

二
号

か
ら
第

五
号

ま
で
に
掲
げ

る
事
務

の
う
ち
特
定
秘
密

（特

定
秘
密

の
保
護

に
関
す

る
法
律

（
平
成

１

十
五
年
法
律
第
　
口こ

第

一ｉ
条
第

一
収

に

規
定

す

る
特
定

秘
密

を

い
う
こ

の
保

護

に
関
す

る
も

の

（内
閣
広
報
官

の
所
単

に

属
す

る
も

の
を
除

く
。

）

及

び
」

を
加

え

一ヤ′一（一̈ャャ・　　　　し
（
政
令

へ
の
委
任

）

第

七
条

　

附

則
第

二
条

、

第

四
条

及

び
第

五
条

に
規

定

す

る

も

の

の
ほ
か

、

こ

の
法

律

の
施

行

に
関

し

必

要

な
経

過
措

置

は
、

政
令

で
定

め

る
。

別
表

（第

二
条
、

第

五
条
―
第
九
条
関
係
）

一
　

防
衛
に
関
す
る
事
項

イ
　
自
衛
隊

の
運
用

又
は

こ
れ
に
関
す

る

見
積

り
若

し
く
は
計
画
若

し
く

は
研
究

口
　

防
衛

に
関

し
収
集

し
た
電
波
情
報
、

ハ

画
像
情
報
そ
の
他

の
重
要
な
情
報

口
に
掲
げ

る
情
報

の
収
集
整

理

又
は

そ
の
能
力

防
衛
力

の
整

備

に
関
す

る
比
積

り
な

し
く
は
計
画
文
は
研
究

衛

の
用
に
供
す
る
物

又
は
こ
れ
ら
の
物

の
研
究
開
発
段
階

の
も

の
の
仕
様
、

性

り
　
武
器
、

弾
薬
、

航
空
機
そ
の
他

の
防

衛

の
用
に
供
す
る
物

又
は

こ
れ
ら

の
物

の
研
究
開
発
段
階

の
も

の
の
製
作
、

検

杏
、

修
理
又
は
試
験

の
方
法

ヌ
　
防
衛

の
用

に
供
す

る
施

設

の
設
計
、

性
能

又
は
内
部

の
用
途

（
へ
に
掲
げ

る

も

の
を
除
く
、こ

一
一　

外
交

に
関
す
る
事
項

イ
　
外
円

の
政
府

又
は
国
際
機
関
と

の
交

渉

文
は
協
力

の
方
針

又
は
内
容

の
う
ち
、

田
民

の
生
命

及
び
身

体

の
保
護
、

領
域

の
保
一企

そ

の
他

の
安
全

保
障

に
関
す

る

重
要
な
も

の

口
　

安
全
保
障

の
た
め

に
我
が
国
が
実
施

潟民

チ 衛

及 の

び 用

り に
に 供

お す

ぃ る

て 物

1母

総V ″

σ)含

騒1亡
f

チ  ト

業告岩祷』|
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す
る
貨
物

の
輸
出
右

し
く
は
輸

入

の
禁

止
そ
の
他

の
措
置

又
は
そ

の
方
針

（
第

一
号
イ
若

し
く
は

二
、

第

二
号
イ

文
は

第
四
号
イ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
こ

ハ
　

安
全
保
障

に
関

し
収
集

し
た
条
約

そ

の
他

の
国
際
約
束

に
基

づ
き
保
護
す

る

こ
と
が

必
要
な
情
報
そ

の
他

の
重
要
な

情
報

（第

一
号

口
、

第

二
号

口
又
は
第

四
号

口
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
ｃ

）

十一
　

ハ
に
掲
げ

る
情
報

の
収
集
整

理

又
は

そ
の
能
力

ホ
　

外
務
省
本
省
と
在
外

公
館
と

の
間

の

通
信
そ

の
他

の
外
交

の
用

に
供
す

る
暗

け

と

い
テ孔

）

の
た

め

の
措

置

文
は

こ
れ

に
関
す
る
計
画
若

し
く
は
研
究

口
　

特
定
有
害
活
動

の
防
止

に
関

し
収
集

し
た
外
国

の
政
府

又
は
国
際
機
関
か
ら

の
情
報
そ
の
他

の
重
要
な
情
報

ハ
　

ロ
に
掲
げ

る
情

報

の
収
集
整

理

又
は

情
報
そ
の
他

の
重
要
な
情
報

ハ
　

ロ
に
掲
げ

る
情

報

の
収
集
整

理

文
は

そ

の
能
力

十一
　

テ

ロ
リ
ズ

ム
の
防

止

の
用

に
供
す

る

時
号

理
由

国
際
情
勢

の
複
雑

化
に
伴

い
我
が
国
及
び

国
民

の
安
全

の
確

保

に
係

る
情

報

の
重
要

性
が
増
大
す

る
と
と
も

に
、

高
度
情
報
通

信
ネ

ッ
ト

ヮ
ー
ク
社
会

の
発
展

に
伴

い
そ

の
漏
え

い
の
危
険
性
が
懸
念
さ
れ
る
中

で
、

我
が
国

の
安
全
保
障

に
関
す

る
情
報

の
う

ち
特

に
秘
匿

す

る

こ
と
が

必
要

で
あ

る
も

の
に

つ
い
て
、

こ
れ
を
適
確

に
保
護
す

る

体
制
を
確
立

し
た
上

で
収
集

し
、

整
理
し
、

及
び
活
用
す

る

こ
と
が
重
要

で
あ

る

こ
と

に
鑑

み
、

当
該
情
報

の
保
護

に
関

し
、

特

定

秘
密

の
指
定

及
び
取
扱
者

の
制
限
そ

の

他

の
必
要
な
事
項
を
定
め
る
必
要
が
あ

る
。

こ
れ
が
、

こ
の
法
律
案

を
提
出
す

る
理
由

で
あ
る
。

う お し

じ い く
て は

縁ご番
紹芸暫
置 ム ^
又 の 以
は 防  下
こ l卜1 こ

れ
に

の

に と 号
関 い に

イ 四

る  そ
田音 特  の
号 定 能

有 力
宝

ヤ舌

動
び)

防
」上
び)

月〕

|サ準
K)~

に 若
お し 特
い く 定
て は  為

'

¬ 拡 害
特 大 活
定 の 動
有 防 に

害 止 よ

活 ^る
動 以 被
α) 下 !吉:

防 こ の

1十二の 発
L号

生

イ 項十三

号寺
定
有
害
活
動
の

防
止
に

関
す
る
事

コヽ

☆1   ヤす
~

外 テ る

田 口 言十
フ) り llri子
政 ズ 若

機 関
関 し
か '文
ら 集
の tン

＊
傍
線
、

ゴ
チ

ッ
ク
部
分

（
ブ
ｔ
の
他
」
の
話
、

３６
カ
所
）
は
事
務
局
の
責
任
で
つ
け
ま
し
た
。
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